
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  中小企業会計割引制度 

Ｑ：信用保証協会が行う中小企業会計割引

制度の取扱いが変わったとか。どのようにな

ったのですか？ 

 

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

中小企業会計割引制度とは、「中小企業の

会計に関する指針」(中小指針)に準拠して作

成された中小企業の計算書類について、税理

士、税理士法人及び公認会計士(税理士等)に

よる中小指針の準拠を確認するチェックリス

トが提出された場合に、信用保証協会の保証

料率が0.1％割引かれる制度です。 

この制度が、このたび見直され、次のよう

になりました。 

 ①チェックリストの全部準拠 

(ｲ)チェックリストの全15項目全てが中小指

針に準拠していることが必要です。 

(ﾛ)チェックリストの全15項目について故

意・過失を問わず事実と異なる記載が認め

られると信用保証協会が判断する場合には、

会計割引制度の利用が認められません。 

②事実と異なる記載がある場合 

事実と異なる記載と保証協会が認めるチェ

ックリストが、複数回にわたり同一の税理

士等から提出された場合において、その税

理士等から提出されるチェックリストの添

付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与

することが認められないと保証協会が判断

するときは、その税理士等が確認したチェ

ックリストについては、会計割引制度の利

用が1年間認められないことになります。 
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